
本工事は、公安委員会との協議により「信号機の移設には精通している業者に
より移設すること」とのことであり、釜石市内では、設楽電気株式会社のみである
ことから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項2号の規
定に基づき、随意契約により工事を行うものとする。

工 期

工 事 場 所
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3,024,000 円契 約 金 額

工 事 名

設楽電気株式会社　 代表取締役　設楽　欣也

契約の相手方

住　所

嬉石大平町線信号機移設工事

時

岩手県釜石市新町9番5号

分平 成 30 年 12 10
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2,820,000予定価格（税抜）
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